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結果の取り扱いについて説明している様子 

  

討議会場の様子・第１会議室遠景 

 

討議会場の様子・第２会議室遠景 
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関係資料・関連文書 等 
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Ⅰ 実行委員会 
 

１ 実行委員会設置要綱 

  

２ 実行委員会名簿 

  

  

Ⅱ 送付書類 
 

１ 参加依頼書 

  

２ 開催チラシ 

  

３ 送付用封筒のおもて面 

  

４ 事前予告はがき （抽出されたことのお知らせ） 

  

  

Ⅲ その他 
 

１ 新聞記事 

  

  

資料集 
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基本計画改定に向けたまちづくりディスカッション実行委員会設置要綱 
  

 （設置） 

第1条 第3次三鷹市基本計画の第2次改定にあたり、市民意見を同計画改定案に反映させることを目的

とした、「基本計画改定に向けたまちづくりディスカッション」（以下「ディスカッション」という。）を実施す

るため、基本計画改定に向けたまちづくりディスカッション実行委員会（以下「実行委員会」という。）を

設置する。 
  

 （所掌事務） 

第2条 実行委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(1) ディスカッションの実施に関すること。 

(2) ディスカッションの成果及びその手法の効果の検証及び評価に関すること。 

(3) ディスカッションの実施状況の公開に関すること。 

(4) ディスカッションの結果を市民提案として三鷹市に提出すること。 
  

 （構成） 

第3条 実行委員会は、次に掲げる者の中から、市長が委嘱する委員12人以内をもって構成する。 

(1) 三鷹市市民協働センター企画運営委員 

(2) 市民活動に関し知識及び経験を有する者 

(3) 公募市民 

(4) 三鷹市職員 

(5) 前４号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者 
  

 （委員の任期） 

第4条 委員の任期は、平成20年3月31日までとする。 
  

 （役員） 

第5条 実行委員会に次に掲げる役員を置き、委員の互選により定める。 

(1) 委員長 

(2) 副委員長 2人 
  

 （委員長） 

第6条 委員長は、実行委員会を総理し、副委員長は、委員長を補佐する。 

2 委員長不在のときは、副委員長がその任務を代理する。 
  

 （会議） 

第7条 実行委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。 

2 実行委員会の会議は、第2条に規定する事項について協議及び検討をする。 
  

 （当日スタッフ会） 

第8条 実行委員会は、ディスカッションの円滑な運営を行うため、当日スタッフ会を設置することができ

る。 
  

 （事務局） 

第9条 実行委員会の事務局は、企画部企画経営室において行う。 
  

   附 則 

この要綱は、平成19年8月1日から施行する。 
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基本計画改定に向けたまちづくりディスカッション実行委員会 
 

 氏  名 選出区分 備 考 

1 正 満
しょうまん

 たつる子
こ

 市民協働センター企画運営委員 副委員長 

2 宮川
みやかわ

 齊
ひとし

       〃  

3 本山
もとやま

 幸彦
ゆきひこ

       〃  

4 平 林
ひらばやし

 亮
りょう

 知識及び経験を有する者（三鷹青年会議所）  

5 吉田
よ し だ

 純夫
す み お

       〃 委員長 

6 河瀬
か わ せ

 謙一
けんいち

 知識及び経験を有する者（まちディスみたか） 副委員長 

7 斉藤
さいとう

 憲仁
のりひと

       〃  

8 伊藤
い と う

 彰邦
あきくに

 公募市民  

9 物江
も の え

 純子
じゅんこ

 公募市民  

10 福井
ふ く い

 宗代
と き よ

 公募市民  

11 伊藤
い と う

 幸寛
ゆきひろ

 三鷹市（企画部企画経営室長）  

12 埴村
はにむら

 貴志
た か し

 
※無作為抽出の 1,000 人の中に入ったため、第 2 回以降の実行

委員会は全て自主欠席した。 
  

《事務局》 

川口 真生・星野 東・石坂 和也（企画部企画経営室） 

田口 武（市民協働センター） 
  
※ 実行委員が無作為抽出されることについて 

「知識及び経験を有する者（三鷹青年会議所）」による選出区分の実行委員が無作為抽出による

1,000 人の中に含まれていた。 
この取り組みにおいては、運営における公平性と中立性の観点から運営スタッフが話し合いの中に

参加することはできない。 
本事例について実行委員会では、「運営にかかわれなくなっても“抽出された”という貴重な機会を

活かしたい」という当該委員の意向を尊重した。そして、第 2 回以降の実行委員会を全て欠席すること

で公平性と中立性は担保されるものと判断した。 
また、準備期間が最短で計画されていたため、実行委員の後任を選出せずに 1 名欠席のままで運

営するということに対して事務局からも同意を得た。 
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１９三企企第３３４号  

平成１９年９月１２日  

 

  個人名差し込み印刷  様 

 

三鷹市長 

 

 

「基本計画改定に向けたまちづくりディスカッション」参加依頼書 

 

 初秋の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 このたび、三鷹市では、平成１９年度に取り組んでおります第３次基本計画の改定や

今後のまちづくりに、市民の皆様のご意見を反映するため、「基本計画改定に向けたまち

づくりディスカッション」を開催することとしました。 

 本事業は、住民基本台帳から 18 歳以上の市民の方 1,000 人を無作為で選出させたいた

だき、参加のご承諾をいただいた皆様に討議をしていただくものです。 

つきましては、本事業の趣旨をご理解いただき、ぜひご参加くださいますようお願い

申し上げます。 

記 

１ 日時 

(1) 第１日目 平成１９年１０月２０日（土） 

   午後１時から４時３０分まで 

(2) 第２日目 平成１９年１０月２１日（日） 

   午前１０時から午後４時３０分まで 
 
※２１日（日）は、昼食をご用意させていただきます。 

�２日間の日程終了後、1 時間程度の交流会（お茶会）を予定しています。お時間の許す方は、ぜひご参

加ください。（自由参加） 
 

２ 場所 

  三鷹市市民協働センター 〒181-0013 三鷹市下連雀４丁目 17 番 23 号 

              Tel 0422-46-0048 ／ Fax 0422-46-0148 

 

３ 話し合いのテーマ 

(1) 初日 

三鷹の魅力（課題）は何か 

(2) 二日目 

Ａ．災害に強いまち 

Ｂ．高齢者にも暮らしやすいまち 
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４ 謝礼等 

(1) 謝礼 6,000 円（所得税引後 5,429 円） 

〔口座振り込みによりお支払いさせていただきます〕 

(2) 参加記念品 ジブリ美術館の招待券２枚 

〔ご本人様と同行者の方との２人で、お好きな日時（休館日を除く）にご利用にな

れます〕 

 

５ 参加定員数 

  ５０人 

 

６ 承諾書等のご返送 

(1) 承諾書（参加の場合） 

 お手数ですが、別紙承諾書にご記入のうえ、ファックスまたは返信用封筒により

平成 19 年９月 28 日（金）までにご返送ください。 

 二日目の話し合いは、「災害に強いまち」と「高齢者にも暮らしやすいまち」の

二つのテーマに分かれて話し合いをしていただきます。ご希望されるテーマのどち

らか、もしくは、どちらでも良いかの項目に丸印をつけてご返送ください。 

 なお、誠に恐縮ですが、大幅に希望人数が偏ってしまったときは、調整をお願い

する場合もありますので、予めご承知おきください。テーマについては参加者決定

のご連絡の際に、併せてお知らせいたします。 

(2) アンケート（不参加の場合） 

 ご都合により参加されない場合にも、アンケートへのご協力をお願いいたします。

同封の用紙にご記入のうえ、ファックスまたは返信用封筒により、平成 19 年 9 月

28 日（金）までにご返送ください。 

 

７ 参加者の確定について 

(1) 抽選 

 参加を承諾された方が 50 人以上となった場合は、申し訳ありませんが、抽選さ

せていただきます。 

公開抽選日＝平成 19 年 10 月 3 日（水）午後 2時 

抽選の会場＝三鷹市市民協働センター 第 2ミーティングルーム  

(2) 抽選結果のご連絡 

 抽選結果につきましては、承諾された全員の方へ 10 月 10 日（水）までにご連絡

させていただきます。 

(3) 抽選のない場合 

 抽選を行わない場合は、参加をご承諾いただいた方に速やかにご連絡申し上げま

す。 

 

８ 手話通訳・託児サービス 
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(1)手話通訳・車いすの介助者等の配置 

 参加を承諾してくださる方で、手話通訳・車いすの介助者などの配置が必要な方は、事前にご連

絡ください。 

(2)託児サービス 

 参加を承諾してくださる方で、保育をご希望の方は、事前にご連絡ください。（対

象：1歳から未就学児まで） 

 

９ 参加できる方 

  ご本人様のみ参加できることとさせていただきます。 

 

10 その他 

  三鷹市役所企画部企画経営室が「基本計画改定に向けたまちづくりディスカッショ

ン」の事務局を務めております。ご質問、お問い合せ、ご相談などがございましたら、

お気軽にご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合せ先 三鷹市役所企画部企画経営室企画調整係 

担当者名：川口・星野・石坂 

〒181-8555 三鷹市野崎一丁目１番１号 

電話番号：0422（45）1151（内線 2150・2112） 

FAX 番号：0422（48）1419 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：kikaku@city.mitaka.tokyo.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.city.mitaka.tokyo.jp/ 

 

討議会の会場 三鷹市市民協働センター 

〒181-0013 三鷹市下連雀四丁目 17 番 23 号 

電話番号：0422（46）0048 

FAX 番号：0422（46）0148 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.collabo-mitaka.jp/ 
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三鷹市 企画部 企画経営室 宛 

ファックス送信先：0422（４８）１４１９ 

 

承 諾 書 
 

平成１９年９月   日 

 

 私は、「基本計画改定に向けたまちづくりディスカッション」の目的および趣旨を理解

し、平成１９年１０月２０日（土）・２１日（日）の２日間、参加することを承諾します。 

 

 二日目の話し合いのテーマについては 
 

  Ａ．災害に強いまち 

  Ｂ．高齢者にも暮らしやすいまち 

  Ｃ．どちらでも良い 
 

                を希望します。（○印をお付けください） 

 

 

お名前                                   

 

ご住所   三鷹市                             

 

電話番号          （    ）                  

※ ご本人様が直接ご記入くださいますようお願いいたします。 

 

☆ 託児サービスを希望しますか   ① はい    ② いいえ 

   ⇒お子さんの年齢 （   ）歳  お名前（        ） 

 

☆ 手話通訳等の配置が必要ですか？ ① はい    ② いいえ 

   ⇒手話通訳  車いすの介助者  その他（         ） 

三鷹市個人情報保護条例第 10 条第１項および第 2 項に基づき、承諾書に記載され

た内容については、「基本計画改定に向けたまちづくりディスカッション」の実施目的

以外には使用いたしません。 

ありがとうございました。 

FAX または郵送にて９月２８日（金） 

までにお送りください。 
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三鷹市 企画部 企画経営室 宛 

ファックス送信先：0422（４８）１４１９ 

 

ご都合により、ご参加いただけない方へ 

 

「基本計画改定に向けたまちづくりディスカッション」 

ア ン ケ ー ト 

大変お手数をお掛けして申し訳ありませんが、 

今後の参考にさせていただきたく、アンケートにご協力ください。 

※ 該当する項目に○をつけてください。（いくつでも） 

 
１ 「基本計画改定に向けたまちづくりディスカッション」の参加依頼書を見たとき、

どのようにお感じになりましたか？ 

（ ）① 面白そうだと思った。 

（ ）② 不安に思った。 

（ ）③ あまり関心がないと思った。 

（ ）④ その他      

 

 

２ スケジュール【１０月２０日（土）・２１日（日）】について 

（ ）① ２日間は長時間に感じる、１日のみだったら参加したい。 

（ ）② 土・日は、都合が合わない。 

（ ）③ 今回は都合が合わない。 

（ ）④ その他 

 

 

３ 次回、このようなイベントの参加依頼書が届いたら、どうしますか？ 

（ ）① 日程が合えば、参加する。 

（ ）② テーマに興味があれば、参加する。 

（ ）③ できれば、参加したくない。 

（ ）④ その他 

 

ご協力ありがとうございました。 

裏面の自由記述欄にもどうぞ。 

FAX または郵送にて９月２８日（金） 

までにお送りください。 
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ご協力ありがとうございました。 

 

基本計画改定に向けたまちづくりディスカッション 事務局宛 

ファックス送信先：0422（４８）１４１９ 
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 チラシ（表面）                       チラシ（裏面） 
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